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令和３年度 決算のあらまし                                                                  令和３年度 決算のあらまし 

９月12日開会の由仁町議

会第３回定例会で令和３年

度決算が認定されましたの

で、町の歳入・歳出の状況と、

決算によって健全化判断比

率や町債・基金の状況がどの

ようになったかをお知らせ

します。 

歳出総額 57 億 4,448 万円

歳入総額 58 億 1,683 万円

一般会計の決算って、「町民１人当たり」では、どのくらいお金を使っているの？

令和３年度の一般会計

の 歳 出 決 算 額 は 57 億

4,448万円です。これを町

民１人当たりに換算する

と、118万5,406円を使っ

たことになります。この

お金を分野ごとに分ける

と、次のとおりになりま

す。 

令和４年３月 31 日現在の人口 4,846 人を１人当たりの基礎として計算しています。 

（ ）は対前年増減率 

（ ）は対前年増減率 

自主財源：町が自ら確保できる歳入 

依存財源：国や北海道から交付される歳入 

①

1.1%
②

21.8%

③

18.6%

④

16.3%

⑤

0.0%

⑥

10.0%

⑦

1.8%

⑧

5.9%

⑨

4.3%

⑩

8.0%

⑪

0.0%

⑫

12.2%

 

 

   

  

性質別（何の費用に？） 

① 人  件  費 6億6,613万円（  +2.0%） 

② 物  件  費 6億 882万円（ +12.0%） 

③ 維 持 補 修 費 9,487万円（  +6.5%） 

④ 扶  助  費 5億4,484万円（ +30.0%） 

⑤ 補 助 費 等 12億6,710万円（ -29.4%） 

⑥ 公  債  費 7億 291万円（  +8.3%） 

⑦ 積  立  金 5億4,590万円（ +49.4%） 

⑧ 投資及び出資金貸付金 1億3,359万円（  -6.8%） 

⑨ 繰  出  金 6億6,591万円（  -6.8%） 

⑩ 普 通 建 設 事 業 費 5億1,440万円（  +8.7%） 

⑪ 災 害 復 旧 事 業 費 1万円（   0%） 

  

目的別（どの分野に？） 

① 議  会  費 6,027万円（ -0.4%） 

② 総  務  費 12億5,304万円（ -7.2%） 

③ 民  生  費 10億6,584万円（ +9.8%） 

④ 衛  生  費 9億3,434万円（ +5.0%） 

⑤ 労  働  費 5万円（   0%） 

⑥ 農 林 業 費 5億7,656万円（  -6.5%） 

⑦ 商  工  費 1億 432万円（ -49.6%） 

⑧ 土  木  費 3億4,119万円（  -9.8%） 

⑨ 消  防  費 2億4,717万円（  -4.1%） 

⑩ 教  育  費 4億5,878万円（  -1.4%） 

⑪ 災 害 復 旧 費 1万円（     0%） 

⑫ 公  債  費 7億  291万円（  +8.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 主 財 源        11億8,093万円 

① 町    税 6億2,233万円（ -0.6%） 

② 繰  入  金 1億3,114万円（ -7.6%） 

③ 寄  附  金 1億3,517万円（ -1.0%） 

④ 繰  越  金 1億1,212万円（ -7.9%） 

⑤ 使用料及び手数料 8,886万円（ -0.9%） 

⑥ 諸  収  入 5,953万円（ +1.3%） 

⑦ その他の自主財源 3,178万円（ -9.9%） 

依 存 財 源        46億3,590万円 

⑧ 地 方 交 付 税 27億1,354万円（ +9.7%） 

⑨ 国 庫 ・ 道 支 出 金 12億4,592万円（-26.0%） 

⑩ 町    債 4億4,036万円（+17.8%） 

⑪ 地方消費税交付金 1億2,934万円（ +7.3%） 

⑫ その他の依存財源 １億 674万円（ +9.9%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 債 費 衛 生 費 民 生 費 総 務 費 

145,050円 192,806円 219,942円 258,572円 

借入金（町債）

の返済 

町民の健康維

持、健康増進、

環境保全、ごみ

処理など 

町民福祉サービ

スの充実、子育

て支援など 

町の運営事務、

税務事務、戸籍

事務など 

一 般 会 計 決 算 の 状 況 

区     分 令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度 増  減  額 

歳 入 58億1,683万円 59億5,777万円 - 1億4,094万円 

歳     出 57億4,448万円 58億4,565万円 - 1億 117万円 

差     引 7,235万円 1億1,212万円 - 3,977万円 

翌年度繰越財源 31万円 138万円 - 107万円 

実 質 収 支 7,204万円 1億1,074万円 - 3,870万円 

そ の 他 消 防 費 教 育 費 土 木 費 農 林 業 費 

33,977円 51,004円 94,671円 70,407円 118,977円 

議会活動、商業、

観光業の振興な

ど 

消防、救急活動、

防災対策事業な

ど 

学校教育、生涯学

習の充実、文化、

スポーツ振興な

ど 

道路、公園、公営

住宅の整備、維持

管理など 

農林畜産業の振

興、生産基盤の整

備など 

自主

財源

20%

依存

財源

80%

性質別 

何の費用に？ 

目的別 

どの分野に？ 
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20%

依存

財源

80%

性質別 

何の費用に？ 

目的別 

どの分野に？ 
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令和３年度 決算のあらまし                                                                  令和３年度 決算のあらまし 

９月12日開会の由仁町議

会第３回定例会で令和３年

度決算が認定されましたの

で、町の歳入・歳出の状況と、

決算によって健全化判断比

率や町債・基金の状況がどの

ようになったかをお知らせ

します。 

歳出総額 57 億 4,448 万円

歳入総額 58 億 1,683 万円

一般会計の決算って、「町民１人当たり」では、どのくらいお金を使っているの？

令和３年度の一般会計

の 歳 出 決 算 額 は 57 億

4,448万円です。これを町

民１人当たりに換算する

と、118万5,406円を使っ

たことになります。この

お金を分野ごとに分ける

と、次のとおりになりま

す。 

令和４年３月 31 日現在の人口 4,846 人を１人当たりの基礎として計算しています。 

（ ）は対前年増減率 

（ ）は対前年増減率 

自主財源：町が自ら確保できる歳入 

依存財源：国や北海道から交付される歳入 
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性質別（何の費用に？） 

① 人  件  費 6億6,613万円（  +2.0%） 

② 物  件  費 6億 882万円（ +12.0%） 

③ 維 持 補 修 費 9,487万円（  +6.5%） 

④ 扶  助  費 5億4,484万円（ +30.0%） 

⑤ 補 助 費 等 12億6,710万円（ -29.4%） 

⑥ 公  債  費 7億 291万円（  +8.3%） 

⑦ 積  立  金 5億4,590万円（ +49.4%） 

⑧ 投資及び出資金貸付金 1億3,359万円（  -6.8%） 

⑨ 繰  出  金 6億6,591万円（  -6.8%） 

⑩ 普 通 建 設 事 業 費 5億1,440万円（  +8.7%） 

⑪ 災 害 復 旧 事 業 費 1万円（   0%） 

  

目的別（どの分野に？） 

① 議  会  費 6,027万円（ -0.4%） 

② 総  務  費 12億5,304万円（ -7.2%） 

③ 民  生  費 10億6,584万円（ +9.8%） 

④ 衛  生  費 9億3,434万円（ +5.0%） 

⑤ 労  働  費 5万円（   0%） 

⑥ 農 林 業 費 5億7,656万円（  -6.5%） 

⑦ 商  工  費 1億 432万円（ -49.6%） 

⑧ 土  木  費 3億4,119万円（  -9.8%） 

⑨ 消  防  費 2億4,717万円（  -4.1%） 

⑩ 教  育  費 4億5,878万円（  -1.4%） 

⑪ 災 害 復 旧 費 1万円（     0%） 

⑫ 公  債  費 7億  291万円（  +8.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 主 財 源        11億8,093万円 

① 町    税 6億2,233万円（ -0.6%） 

② 繰  入  金 1億3,114万円（ -7.6%） 

③ 寄  附  金 1億3,517万円（ -1.0%） 

④ 繰  越  金 1億1,212万円（ -7.9%） 

⑤ 使用料及び手数料 8,886万円（ -0.9%） 

⑥ 諸  収  入 5,953万円（ +1.3%） 

⑦ その他の自主財源 3,178万円（ -9.9%） 

依 存 財 源        46億3,590万円 

⑧ 地 方 交 付 税 27億1,354万円（ +9.7%） 

⑨ 国 庫 ・ 道 支 出 金 12億4,592万円（-26.0%） 

⑩ 町    債 4億4,036万円（+17.8%） 

⑪ 地方消費税交付金 1億2,934万円（ +7.3%） 

⑫ その他の依存財源 １億 674万円（ +9.9%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 債 費 衛 生 費 民 生 費 総 務 費 

145,050円 192,806円 219,942円 258,572円 

借入金（町債）

の返済 

町民の健康維

持、健康増進、

環境保全、ごみ

処理など 

町民福祉サービ

スの充実、子育

て支援など 

町の運営事務、

税務事務、戸籍

事務など 

一 般 会 計 決 算 の 状 況 

区     分 令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度 増  減  額 

歳 入 58億1,683万円 59億5,777万円 - 1億4,094万円 

歳     出 57億4,448万円 58億4,565万円 - 1億 117万円 

差     引 7,235万円 1億1,212万円 - 3,977万円 

翌年度繰越財源 31万円 138万円 - 107万円 

実 質 収 支 7,204万円 1億1,074万円 - 3,870万円 

そ の 他 消 防 費 教 育 費 土 木 費 農 林 業 費 

33,977円 51,004円 94,671円 70,407円 118,977円 

議会活動、商業、

観光業の振興な

ど 

消防、救急活動、

防災対策事業な

ど 

学校教育、生涯学

習の充実、文化、

スポーツ振興な

ど 

道路、公園、公営

住宅の整備、維持

管理など 

農林畜産業の振

興、生産基盤の整

備など 

自主

財源

20%

依存

財源

80%

性質別 

何の費用に？ 

目的別 

どの分野に？ 

●2広報ゆに
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９月12日開会の由仁町議

会第３回定例会で令和３年

度決算が認定されましたの

で、町の歳入・歳出の状況と、

決算によって健全化判断比

率や町債・基金の状況がどの

ようになったかをお知らせ

します。 

歳出総額 57 億 4,448 万円

歳入総額 58 億 1,683 万円

一般会計の決算って、「町民１人当たり」では、どのくらいお金を使っているの？

令和３年度の一般会計

の 歳 出 決 算 額 は 57 億

4,448万円です。これを町

民１人当たりに換算する

と、118万5,406円を使っ

たことになります。この

お金を分野ごとに分ける

と、次のとおりになりま

す。 

令和４年３月 31 日現在の人口 4,846 人を１人当たりの基礎として計算しています。 

（ ）は対前年増減率 
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性質別（何の費用に？） 

① 人  件  費 6億6,613万円（  +2.0%） 

② 物  件  費 6億 882万円（ +12.0%） 

③ 維 持 補 修 費 9,487万円（  +6.5%） 

④ 扶  助  費 5億4,484万円（ +30.0%） 

⑤ 補 助 費 等 12億6,710万円（ -29.4%） 

⑥ 公  債  費 7億 291万円（  +8.3%） 

⑦ 積  立  金 5億4,590万円（ +49.4%） 

⑧ 投資及び出資金貸付金 1億3,359万円（  -6.8%） 

⑨ 繰  出  金 6億6,591万円（  -6.8%） 

⑩ 普 通 建 設 事 業 費 5億1,440万円（  +8.7%） 

⑪ 災 害 復 旧 事 業 費 1万円（   0%） 

  

目的別（どの分野に？） 

① 議  会  費 6,027万円（ -0.4%） 

② 総  務  費 12億5,304万円（ -7.2%） 

③ 民  生  費 10億6,584万円（ +9.8%） 

④ 衛  生  費 9億3,434万円（ +5.0%） 

⑤ 労  働  費 5万円（   0%） 

⑥ 農 林 業 費 5億7,656万円（  -6.5%） 

⑦ 商  工  費 1億 432万円（ -49.6%） 

⑧ 土  木  費 3億4,119万円（  -9.8%） 

⑨ 消  防  費 2億4,717万円（  -4.1%） 

⑩ 教  育  費 4億5,878万円（  -1.4%） 

⑪ 災 害 復 旧 費 1万円（     0%） 

⑫ 公  債  費 7億  291万円（  +8.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 主 財 源        11億8,093万円 

① 町    税 6億2,233万円（ -0.6%） 

② 繰  入  金 1億3,114万円（ -7.6%） 

③ 寄  附  金 1億3,517万円（ -1.0%） 

④ 繰  越  金 1億1,212万円（ -7.9%） 

⑤ 使用料及び手数料 8,886万円（ -0.9%） 

⑥ 諸  収  入 5,953万円（ +1.3%） 

⑦ その他の自主財源 3,178万円（ -9.9%） 

依 存 財 源        46億3,590万円 

⑧ 地 方 交 付 税 27億1,354万円（ +9.7%） 

⑨ 国 庫 ・ 道 支 出 金 12億4,592万円（-26.0%） 

⑩ 町    債 4億4,036万円（+17.8%） 

⑪ 地方消費税交付金 1億2,934万円（ +7.3%） 

⑫ その他の依存財源 １億 674万円（ +9.9%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 債 費 衛 生 費 民 生 費 総 務 費 

145,050円 192,806円 219,942円 258,572円 

借入金（町債）

の返済 

町民の健康維

持、健康増進、

環境保全、ごみ

処理など 

町民福祉サービ

スの充実、子育

て支援など 

町の運営事務、

税務事務、戸籍

事務など 

一 般 会 計 決 算 の 状 況 

区     分 令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度 増  減  額 

歳 入 58億1,683万円 59億5,777万円 - 1億4,094万円 

歳     出 57億4,448万円 58億4,565万円 - 1億 117万円 

差     引 7,235万円 1億1,212万円 - 3,977万円 

翌年度繰越財源 31万円 138万円 - 107万円 

実 質 収 支 7,204万円 1億1,074万円 - 3,870万円 

そ の 他 消 防 費 教 育 費 土 木 費 農 林 業 費 

33,977円 51,004円 94,671円 70,407円 118,977円 

議会活動、商業、

観光業の振興な
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消防、救急活動、

防災対策事業な
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学校教育、生涯学

習の充実、文化、

スポーツ振興な
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道路、公園、公営

住宅の整備、維持

管理など 

農林畜産業の振

興、生産基盤の整

備など 
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目的別 

どの分野に？ 
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度決算が認定されましたの
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決算によって健全化判断比

率や町債・基金の状況がどの

ようになったかをお知らせ

します。 
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一般会計の決算って、「町民１人当たり」では、どのくらいお金を使っているの？

令和３年度の一般会計

の 歳 出 決 算 額 は 57 億

4,448万円です。これを町

民１人当たりに換算する
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たことになります。この

お金を分野ごとに分ける

と、次のとおりになりま

す。 

令和４年３月 31 日現在の人口 4,846 人を１人当たりの基礎として計算しています。 
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性質別（何の費用に？） 

① 人  件  費 6億6,613万円（  +2.0%） 

② 物  件  費 6億 882万円（ +12.0%） 

③ 維 持 補 修 費 9,487万円（  +6.5%） 

④ 扶  助  費 5億4,484万円（ +30.0%） 

⑤ 補 助 費 等 12億6,710万円（ -29.4%） 

⑥ 公  債  費 7億 291万円（  +8.3%） 

⑦ 積  立  金 5億4,590万円（ +49.4%） 

⑧ 投資及び出資金貸付金 1億3,359万円（  -6.8%） 

⑨ 繰  出  金 6億6,591万円（  -6.8%） 

⑩ 普 通 建 設 事 業 費 5億1,440万円（  +8.7%） 

⑪ 災 害 復 旧 事 業 費 1万円（   0%） 

  

目的別（どの分野に？） 

① 議  会  費 6,027万円（ -0.4%） 

② 総  務  費 12億5,304万円（ -7.2%） 

③ 民  生  費 10億6,584万円（ +9.8%） 

④ 衛  生  費 9億3,434万円（ +5.0%） 

⑤ 労  働  費 5万円（   0%） 

⑥ 農 林 業 費 5億7,656万円（  -6.5%） 

⑦ 商  工  費 1億 432万円（ -49.6%） 

⑧ 土  木  費 3億4,119万円（  -9.8%） 

⑨ 消  防  費 2億4,717万円（  -4.1%） 

⑩ 教  育  費 4億5,878万円（  -1.4%） 

⑪ 災 害 復 旧 費 1万円（     0%） 

⑫ 公  債  費 7億  291万円（  +8.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 主 財 源        11億8,093万円 

① 町    税 6億2,233万円（ -0.6%） 

② 繰  入  金 1億3,114万円（ -7.6%） 

③ 寄  附  金 1億3,517万円（ -1.0%） 

④ 繰  越  金 1億1,212万円（ -7.9%） 

⑤ 使用料及び手数料 8,886万円（ -0.9%） 

⑥ 諸  収  入 5,953万円（ +1.3%） 

⑦ その他の自主財源 3,178万円（ -9.9%） 

依 存 財 源        46億3,590万円 

⑧ 地 方 交 付 税 27億1,354万円（ +9.7%） 

⑨ 国 庫 ・ 道 支 出 金 12億4,592万円（-26.0%） 

⑩ 町    債 4億4,036万円（+17.8%） 
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公 債 費 衛 生 費 民 生 費 総 務 費 

145,050円 192,806円 219,942円 258,572円 

借入金（町債）

の返済 

町民の健康維

持、健康増進、

環境保全、ごみ

処理など 

町民福祉サービ

スの充実、子育

て支援など 

町の運営事務、

税務事務、戸籍

事務など 

一 般 会 計 決 算 の 状 況 

区     分 令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度 増  減  額 

歳 入 58億1,683万円 59億5,777万円 - 1億4,094万円 

歳     出 57億4,448万円 58億4,565万円 - 1億 117万円 

差     引 7,235万円 1億1,212万円 - 3,977万円 

翌年度繰越財源 31万円 138万円 - 107万円 

実 質 収 支 7,204万円 1億1,074万円 - 3,870万円 

そ の 他 消 防 費 教 育 費 土 木 費 農 林 業 費 

33,977円 51,004円 94,671円 70,407円 118,977円 

議会活動、商業、

観光業の振興な

ど 

消防、救急活動、

防災対策事業な

ど 

学校教育、生涯学

習の充実、文化、

スポーツ振興な

ど 

道路、公園、公営

住宅の整備、維持

管理など 

農林畜産業の振

興、生産基盤の整

備など 

自主

財源

20%

依存

財源

80%

性質別 

何の費用に？ 

目的別 

どの分野に？ 

①

11.6%

②

10.6%

③

1.7%

④

9.5%

⑤

22.1%

⑥

12.2%

⑦

9.5%

⑧

2.3%

⑨

11.6%

⑩

8.9%

⑪

0.0%

①

②
③
④
⑤⑥⑦

⑧

⑨

⑩
⑪⑫

令和３年度 決算のあらまし                                                                  令和３年度 決算のあらまし 

９月12日開会の由仁町議

会第３回定例会で令和３年

度決算が認定されましたの

で、町の歳入・歳出の状況と、

決算によって健全化判断比

率や町債・基金の状況がどの

ようになったかをお知らせ

します。 

歳出総額 57 億 4,448 万円

歳入総額 58 億 1,683 万円

一般会計の決算って、「町民１人当たり」では、どのくらいお金を使っているの？

令和３年度の一般会計

の 歳 出 決 算 額 は 57 億

4,448万円です。これを町

民１人当たりに換算する

と、118万5,406円を使っ

たことになります。この

お金を分野ごとに分ける

と、次のとおりになりま

す。 

令和４年３月 31 日現在の人口 4,846 人を１人当たりの基礎として計算しています。 

（ ）は対前年増減率 

（ ）は対前年増減率 

自主財源：町が自ら確保できる歳入 

依存財源：国や北海道から交付される歳入 

①

1.1%
②

21.8%

③

18.6%

④

16.3%

⑤

0.0%

⑥

10.0%

⑦

1.8%

⑧

5.9%

⑨

4.3%

⑩

8.0%

⑪

0.0%

⑫

12.2%

 

 

   

  

性質別（何の費用に？） 

① 人  件  費 6億6,613万円（  +2.0%） 

② 物  件  費 6億 882万円（ +12.0%） 

③ 維 持 補 修 費 9,487万円（  +6.5%） 

④ 扶  助  費 5億4,484万円（ +30.0%） 

⑤ 補 助 費 等 12億6,710万円（ -29.4%） 

⑥ 公  債  費 7億 291万円（  +8.3%） 

⑦ 積  立  金 5億4,590万円（ +49.4%） 

⑧ 投資及び出資金貸付金 1億3,359万円（  -6.8%） 

⑨ 繰  出  金 6億6,591万円（  -6.8%） 

⑩ 普 通 建 設 事 業 費 5億1,440万円（  +8.7%） 

⑪ 災 害 復 旧 事 業 費 1万円（   0%） 

  

目的別（どの分野に？） 

① 議  会  費 6,027万円（ -0.4%） 

② 総  務  費 12億5,304万円（ -7.2%） 

③ 民  生  費 10億6,584万円（ +9.8%） 

④ 衛  生  費 9億3,434万円（ +5.0%） 

⑤ 労  働  費 5万円（   0%） 

⑥ 農 林 業 費 5億7,656万円（  -6.5%） 

⑦ 商  工  費 1億 432万円（ -49.6%） 

⑧ 土  木  費 3億4,119万円（  -9.8%） 

⑨ 消  防  費 2億4,717万円（  -4.1%） 

⑩ 教  育  費 4億5,878万円（  -1.4%） 

⑪ 災 害 復 旧 費 1万円（     0%） 

⑫ 公  債  費 7億  291万円（  +8.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 主 財 源        11億8,093万円 

① 町    税 6億2,233万円（ -0.6%） 

② 繰  入  金 1億3,114万円（ -7.6%） 

③ 寄  附  金 1億3,517万円（ -1.0%） 

④ 繰  越  金 1億1,212万円（ -7.9%） 

⑤ 使用料及び手数料 8,886万円（ -0.9%） 

⑥ 諸  収  入 5,953万円（ +1.3%） 

⑦ その他の自主財源 3,178万円（ -9.9%） 

依 存 財 源        46億3,590万円 

⑧ 地 方 交 付 税 27億1,354万円（ +9.7%） 

⑨ 国 庫 ・ 道 支 出 金 12億4,592万円（-26.0%） 

⑩ 町    債 4億4,036万円（+17.8%） 

⑪ 地方消費税交付金 1億2,934万円（ +7.3%） 

⑫ その他の依存財源 １億 674万円（ +9.9%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 債 費 衛 生 費 民 生 費 総 務 費 

145,050円 192,806円 219,942円 258,572円 

借入金（町債）

の返済 

町民の健康維

持、健康増進、

環境保全、ごみ

処理など 

町民福祉サービ

スの充実、子育

て支援など 

町の運営事務、

税務事務、戸籍

事務など 

一 般 会 計 決 算 の 状 況 

区     分 令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度 増  減  額 

歳 入 58億1,683万円 59億5,777万円 - 1億4,094万円 

歳     出 57億4,448万円 58億4,565万円 - 1億 117万円 

差     引 7,235万円 1億1,212万円 - 3,977万円 

翌年度繰越財源 31万円 138万円 - 107万円 

実 質 収 支 7,204万円 1億1,074万円 - 3,870万円 

そ の 他 消 防 費 教 育 費 土 木 費 農 林 業 費 

33,977円 51,004円 94,671円 70,407円 118,977円 

議会活動、商業、

観光業の振興な

ど 

消防、救急活動、

防災対策事業な

ど 

学校教育、生涯学

習の充実、文化、

スポーツ振興な

ど 

道路、公園、公営

住宅の整備、維持

管理など 

農林畜産業の振

興、生産基盤の整

備など 

自主

財源

20%

依存

財源

80%

性質別 

何の費用に？ 

目的別 

どの分野に？ 

①

11.6%

②

10.6%

③

1.7%

④

9.5%

⑤

22.1%

⑥

12.2%

⑦
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⑨
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⑩
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令和３年度 決算のあらまし                                                                  令和３年度 決算のあらまし 

９月12日開会の由仁町議

会第３回定例会で令和３年

度決算が認定されましたの

で、町の歳入・歳出の状況と、

決算によって健全化判断比

率や町債・基金の状況がどの

ようになったかをお知らせ

します。 

歳出総額 57 億 4,448 万円

歳入総額 58 億 1,683 万円

一般会計の決算って、「町民１人当たり」では、どのくらいお金を使っているの？

令和３年度の一般会計

の 歳 出 決 算 額 は 57 億

4,448万円です。これを町

民１人当たりに換算する

と、118万5,406円を使っ

たことになります。この

お金を分野ごとに分ける

と、次のとおりになりま

す。 

令和４年３月 31 日現在の人口 4,846 人を１人当たりの基礎として計算しています。 

（ ）は対前年増減率 

（ ）は対前年増減率 

自主財源：町が自ら確保できる歳入 

依存財源：国や北海道から交付される歳入 

①

1.1%
②
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③
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④
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⑤
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⑦
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⑧
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⑨
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⑩
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⑪
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⑫
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性質別（何の費用に？） 

① 人  件  費 6億6,613万円（  +2.0%） 

② 物  件  費 6億 882万円（ +12.0%） 

③ 維 持 補 修 費 9,487万円（  +6.5%） 

④ 扶  助  費 5億4,484万円（ +30.0%） 

⑤ 補 助 費 等 12億6,710万円（ -29.4%） 

⑥ 公  債  費 7億 291万円（  +8.3%） 

⑦ 積  立  金 5億4,590万円（ +49.4%） 

⑧ 投資及び出資金貸付金 1億3,359万円（  -6.8%） 

⑨ 繰  出  金 6億6,591万円（  -6.8%） 

⑩ 普 通 建 設 事 業 費 5億1,440万円（  +8.7%） 

⑪ 災 害 復 旧 事 業 費 1万円（   0%） 

  

目的別（どの分野に？） 

① 議  会  費 6,027万円（ -0.4%） 

② 総  務  費 12億5,304万円（ -7.2%） 

③ 民  生  費 10億6,584万円（ +9.8%） 

④ 衛  生  費 9億3,434万円（ +5.0%） 

⑤ 労  働  費 5万円（   0%） 

⑥ 農 林 業 費 5億7,656万円（  -6.5%） 

⑦ 商  工  費 1億 432万円（ -49.6%） 

⑧ 土  木  費 3億4,119万円（  -9.8%） 

⑨ 消  防  費 2億4,717万円（  -4.1%） 

⑩ 教  育  費 4億5,878万円（  -1.4%） 

⑪ 災 害 復 旧 費 1万円（     0%） 

⑫ 公  債  費 7億  291万円（  +8.3%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 主 財 源        11億8,093万円 

① 町    税 6億2,233万円（ -0.6%） 

② 繰  入  金 1億3,114万円（ -7.6%） 

③ 寄  附  金 1億3,517万円（ -1.0%） 

④ 繰  越  金 1億1,212万円（ -7.9%） 

⑤ 使用料及び手数料 8,886万円（ -0.9%） 

⑥ 諸  収  入 5,953万円（ +1.3%） 

⑦ その他の自主財源 3,178万円（ -9.9%） 

依 存 財 源        46億3,590万円 

⑧ 地 方 交 付 税 27億1,354万円（ +9.7%） 

⑨ 国 庫 ・ 道 支 出 金 12億4,592万円（-26.0%） 

⑩ 町    債 4億4,036万円（+17.8%） 

⑪ 地方消費税交付金 1億2,934万円（ +7.3%） 

⑫ その他の依存財源 １億 674万円（ +9.9%） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公 債 費 衛 生 費 民 生 費 総 務 費 

145,050円 192,806円 219,942円 258,572円 

借入金（町債）

の返済 

町民の健康維

持、健康増進、

環境保全、ごみ

処理など 

町民福祉サービ

スの充実、子育

て支援など 

町の運営事務、

税務事務、戸籍

事務など 

一 般 会 計 決 算 の 状 況 

区     分 令 和 ３ 年 度 令 和 ２ 年 度 増  減  額 

歳 入 58億1,683万円 59億5,777万円 - 1億4,094万円 

歳     出 57億4,448万円 58億4,565万円 - 1億 117万円 

差     引 7,235万円 1億1,212万円 - 3,977万円 

翌年度繰越財源 31万円 138万円 - 107万円 

実 質 収 支 7,204万円 1億1,074万円 - 3,870万円 

そ の 他 消 防 費 教 育 費 土 木 費 農 林 業 費 

33,977円 51,004円 94,671円 70,407円 118,977円 

議会活動、商業、

観光業の振興な

ど 

消防、救急活動、

防災対策事業な

ど 

学校教育、生涯学

習の充実、文化、

スポーツ振興な

ど 

道路、公園、公営

住宅の整備、維持

管理など 

農林畜産業の振

興、生産基盤の整

備など 

自主

財源

20%

依存

財源

80%

性質別 

何の費用に？ 

目的別 

どの分野に？ 

●3 広報ゆに



●4広報ゆに



●5 広報ゆに



町内 道内・国内・国外

平成 19 年
（2007）

４・１　由仁町交通安全協会発足
４・18　由仁町特産品販売促進協議会発足
６・25　天皇皇后両陛下が由仁町を通過

３・６　夕張市財政破綻
５・10　こうのとりのゆりかご運用開始
７・16　新潟県中越沖地震発生

平成 20 年
（2008）

３・31　町立病院の小児科診療休診
４・１　�岩内・東三川寿の家、三川老人福祉会館

を地域団体へ移管
５・１　南空知３町合併検討協議会設置

３・５　木の城たいせつ事業停止
７・７　北海道洞爺湖サミット開催
９・15　リーマンショック発生

平成 21 年
（2009）

２・１　由仁農協、栗山農協が合併
３・31　南空知３町合併検討協議会解散
12・22　やっぱり由仁のものがいい条例制定

５・21　裁判員制度開始
10・10　ゆめぴりか発売
12・22　北電泊原発３号機の運転開始

平成 22 年
（2010）

２　　　由仁町が財政健全化団体に指定
11・30　地上デジタル放送の中継局開局

６・13　探査機はやぶさが７年ぶり帰還
８・24　大雨で天人峡温泉地区が２日間孤立
11・23　韓国と北朝鮮が砲火を交える

平成 23 年
（2011）

３・31　由仁商業高等学校閉校
９・６　早期財政健全化団体から脱却
12・16　名誉町民大山弥一さん逝去

３・11　東日本大震災発生
５・２　アメリカ軍がビンラディン容疑者を殺害

平成 24 年
（2012）

３・31　�川端小学校、由仁中学校、三川中学校が閉校
９・２　由仁町開町 120 年記念式典開催

５・５　泊原発稼働停止
５・22　�東京スカイツリーなど「東京スカイツリ

ータウン」オープン

平成 25 年
（2013）

１・７　旧三川小学校を日本食品製造へ譲渡
３・27　�ユニ殿とそらち姫を由仁町特別観光大

使に任命
12・17　旧川端小学校を愛篤福祉会へ譲渡

２・15　小惑星がロシアに落下
４・15　ボストンマラソン大会で爆弾テロ発生
４・19　インターネットを使った選挙運動解禁

平成 26 年
（2014）

２・18　道央廃棄物処理組合発足
７・７　�由仁町初となる地域おこし協力隊員が着任
12・１　�役場で旅券（パスポート）の発給事務開始

４・１　消費税が８％に
７・１　集団的自衛権が閣議決定
12・17　リニア中央新幹線着工

平成 27 年
（2015）

４　　　�由仁町の面積が 133.74㎢に変更
10・25　�ジュニアオリンピックの４× 100 ｍリ

レーで鷹祥永さんが優勝
12・21　由仁のものがｅ -Ｓｈｏｐがオープン

10・５　マイナンバー制度運用開始
10・29　沖縄県普天間飛行場の移設工事着手

平成 28 年
（2016）

４・１　由仁消防団に初の女性団員入団
５・16　�旧川端小学校跡に「ＫＡＫＡ ' ｓ　ＦＡ

ＣＴＯＲＹ」開設
11・４　由仁町縁結び協議会発足

３・26　�北海道新幹線の青森駅－新函館北斗駅
間開業

４・14　熊本地震発生
６・19　選挙権が 18 歳に引き下げ

平成 29 年
（2017）

３・31　役場三川支所廃止
３・31　由仁小学校、三川小学校閉校
４・１　�防災行政無線デジタル放送に完全移行

２・13　�北朝鮮の金正男氏がマレーシアの空港で毒殺
２・18　�冬季アジア競技大会が札幌市、帯広市で開催
８・29　�北朝鮮から発射された弾道ミサイルが

上空を通過
平成 30 年
（2018）

３・１　町立診療所とひだまりがオープン
４・４　旧三川小学校を日進工業へ譲渡
９・６　胆振東部地震で由仁町は震度５弱

６・18　成人年齢を 18 歳に引き下げ
７・６　オウム真理教松本元死刑囚らの刑執行
８・15　北海道命名 150 年

平成 31 年
・令和元年
（2019）

４・４　そらち南農業協同組合創立 10 周年
11・19　�北海道日本ハムファイターズ　由仁町

応援大使のトークショー開催

４・１　�ＪＲ石勝線夕張支線（夕張－新夕張間）廃線
５・１　皇太子徳仁親王が第 126 代天皇に即位
　　　　し令和に改元
10・１　消費税が 10%に

令和２年
（2020）

１・６　ホクショウマサルが 30 連勝の国内公営
　　　　競馬記録達成
４・１　にじいろこども園開園
　��この年新型コロナウイルス感染症の影響によ
り、多くの行事が中止となる

１・31　イギリスがヨーロッパ連合離脱
３・24　�新型コロナで東京オリンピック・パラ

リンピック延期
７・12　民族共生象徴空間（ウポポイ）開館

令和 3年
（2021）

４・１　こどもねっとゆにオープン
５・26　新型コロナウイルスワクチン接種開始

２・４　さっぽろ雪まつりがオンライン開催
７・23　東京オリンピック開幕
８・24　パラリンピック東京大会開幕

完全版は由仁町ホームページでご覧ください。
URL：https://www.town.yuni.lg.jp/chosei/yuni-gaiyo/yuni-nenpyou
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町内 道内・国内・国外
平成４年
（1992）

11・28　�フルート奏者木下延英（岩内出身）帰
郷コンサート開催

平成５年
（1993）

６・４　前町長大山弥一さんが名誉町民に
７・８　ユンニの湯オープン

７・12　北海道南西沖地震発生
10・20　きらら 397 発売

平成６年
（1994）

５・14　町民プールオープン
12・９　大昭和興林由仁工場が熊本に移転

２・12　リレハンメルオリンピック開幕
６・27　松本サリン事件発生
10・４　北海道東方沖地震生

平成７年
（1995）

３・31　昔ばなし「渡し守」が発刊
６・１　農業集落排水由仁処理区供用開始

１・17　阪神・淡路大震災発生
３・20　地下鉄サリン事件発生

平成８年
（1996）

２・20　商工会館完成
12・２　�栗山警察署由仁駐在所がＪＲ由仁駅南

側に移転
２・10　豊浜トンネル岩盤崩落事故発生
４・16　コンサドーレ札幌誕生

平成９年
（1997）

３・28　健康元気づくり館オープン
４・１　南空知葬斎組合発足
９・30　古山不燃物処理場閉鎖

７・１　アイヌ文化振興法施行
７・１　香港がイギリスから中国に返還
８・31　ダイアナ元英国皇太子妃逝去

平成 10 年
（1998）

２・24　ほほえみの家オープン
７・１　町内循環バスの運行開始
11・29　自由通路開通

２・７　長野オリンピック開幕
７・25　和歌山でヒ素カレー事件発生
12・20　AIRDOが新千歳と羽田間で就航

平成 11 年
（1999）

１・６　防災行政無線放送開始
６・１　農業集落排水三川処理区供用開始
６・28　由仁町高齢者事業団発足

10・７　道東道千歳恵庭 JCT －夕張 IC 間が開通
12・20　マカオがポルトガルから中国に返還

平成 12 年
（2000）

３・26　文化交流館ふれーるオープン
４・１　�資源ごみの分別収集開始（５分別から９

分別）
６・18　優良田園住宅の分譲抽選会開催

３・31　有珠山噴火
４・１　介護保険制度開始
７・19　2,000 円札発行
12・１　ＢＳデジタル放送スタート

平成 13 年
（2001）

３・23　空知信用金庫三川支店閉店
６・29　ゆにガーデンオープン

６・２　札幌ドームオープン
９・11�　�テロ組織アルカイーダによるアメリカ

同時多発テロ発生

平成 14 年
（2002）

４・１　子育て支援センターオープン
６・３　千歳・恵庭近隣市町合併研究会発足
７・９　南空知近隣４町合併問題研究会発足

４・１　ゆとり教育スタート
８・７　タマちゃんブーム到来
９・７　テレビドラマ「北の国から」が終了

平成 15 年
（2003）

７・30　南空知近隣３町任意合併協議会発足
10・31　ＡＤＳＬ（由仁地区）の提供開始

３・20　イラク戦争が始まる
４・３　�ＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群）が猛

威を振るう
９・26　十勝沖地震発生

平成 16 年
（2004）

２・９　南空知３町合併協議会発足
５・９　由仁町体験農園オープン
７・１　�古山貯水池自然公園オートキャンプ場

オープン

４・１　東京メトロ誕生
８・22　�駒大苫小牧高校が夏の甲子園で北海道

勢初優勝
11・２　東北楽天ゴールデンイーグルス誕生

平成 17 年
（2005）

１・26　�由仁町担い手育成総合支援協議会発足
３・31　役場川端出張所廃止
９・23　栗由大橋完成

３・25　愛・地球博（愛知万博）開幕
７・17　知床が世界自然遺産に登録
11・15　紀宮清子内親王御結婚

平成 18 年
（2006)

８・17　ゆにっ子見守り隊発足
12・13　ポッポ館ゆにオープン

３・27　北村と栗沢町が岩見沢市と合併
８・25　ｉＰＳ細胞の開発に成功
11・28　�レラカムイ北海道（現・レバンガ北海道）

誕生

あれから歩んだ 30 年
　由仁町は今年で 130 年を迎えました。
　開町 100 年（平成 4 年）以降の 30 年は、人口減少や高齢化の進展、町の財政危機、自
然災害の脅威など、さまざまな変化が生じた激動の時代となりました。
この開町 130 年を機に、開町 100 年以降の 30 年史（ダイジェスト版年表）にまとめま
したのでご覧ください。
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　今年６月 23 日に亡くなられた元由仁町議会副
議長故宮下芳友さんに内閣総理大臣から特別叙勲
（旭日単光章）が授与されました。
　宮下さんは、平成 11年５月から平成 27年４月
までの４期 16 年の永きにわたり由仁町議会議員
として、また、平成 19年５月から平成 23年４月
までの１期４年間は由仁町議会副議長として由仁

9/15 故宮下芳友さん
旭日単光章受章

　火災予防思想の普及、啓発の一環として、
小学１年生から３年生を対象に火災予防絵画
コンクールを実施しました。
　南空知管内の各小学校から 49 点の応募が
あり、由仁小学校からは春日梅さん（２年生）
の作品が優秀賞を受賞し、10月 11 日、南空
知消防組合から表彰状とトロフィーが贈呈さ
れました。

10/11 火災予防絵画コンクール
で優秀賞

まちかど
トピックス

町の振興発展に尽くされたその功績がたたえられ、今回の受章となりました。
　勲章は、９月 15日、役場で松村町長から次女の匡子さんに伝達され、匡子さんは、「みなさ
まのおかげで受章することができました。ありがとうございました。」と感謝の言葉を述べてい
ました。
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ゆにガーデン「コキアまつり」が
　　　　　　　　　　　　大盛況！

　10月 14日、由仁産の食材でつくる「由仁の
もの学校給食」を実施しました。
　この取組は、給食をとおして食にかかわる人へ
の感謝と農業への理解を深めてもらうことを目的
に、町とＪＡそらち南が連携して行っています。
　今回の献立は、「ターメリックライス」「スープ
カレー」「野菜のかき揚げ」「りんご」でした。
　今年度最後の「由仁のもの学校給食」は、11
月 15日に予定しています。

10/14おいしいね「由仁のもの学校給食」

　９月１日から開催していた「コキアまつり」
が今年も大盛況のうちに終わりました。
　道内外から多くの来客があり、「北海道最
大級！ 32,000 株」の緑色から真っ赤に紅葉
したコキアやほうき色のコキアを楽しんでい
ました。
　ゆにガーデンは 10 月 23 日㈰で今年の営
業を終了し、来年は４月下旬のオープンを予
定しています。
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役場からのお知らせ
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、
原
油
価
格
や
物

価
の
高
騰
の
影
響
が
特
に
大

き
い
と
考
え
ら
れ
る
低
所
得

の
高
齢
者
世
帯
お
よ
び
障
が

い
者
世
帯
に
対
し
て
、
１
世

帯
当
た
り
６
千
円
を
給
付
し

ま
す
。

給�

付
対
象
世
帯　

令
和
４
年

６
月
１
日
（
基
準
日
）
か

ら
申
請
の
と
き
ま
で
当
町

に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世

帯
全
員
が
令
和
４
年
度
分

の
住
民
税
均
等
割
非
課
税

で
、
①
②
の
ど
ち
ら
か
に

該
当
す
る
世
帯

①�

世
帯
全
員
の
年
齢
が
満
65

歳
以
上
の
世
帯

②�

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま

た
は
２
級
、
療
育
手
帳
Ａ

判
定
、
精
神
保
健
福
祉
手

帳
１
級
の
い
ず
れ
か
を
持

つ
方
を
含
む
世
帯

高
齢
者
世
帯
等
生
活
支

援
給
付
金
の
お
知
ら
せ

問
保
健
福
祉
課
福
祉
・
児
童
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

４
７
５
０

申�

請
方
法　

申
請
書
に
必
要

事
項
を
記
入
し
、
健
康
元

気
づ
く
り
館
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

申�

請
期
限　

令
和
５
年
２
月

28
日
㈫

▲教育長　石井　洋▲教�育委員　山川　大順
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役場からのお知らせ

国
民
年
金
情
報

問
住
民
課
戸
籍
・
国
保
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
0
３

社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保

険
料
）
控
除
証
明
書
が
届
き

ま
す

　

保
険
料
は
、
所
得
税
や
住

民
税
の
申
告
で
、
全
額
が
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
に
な

り
ま
す
。
社
会
保
険
料
控
除

の
適
用
を
受
け
る
に
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
11
月
上
旬

ま
で
に
送
付
さ
れ
る
「
社
会

保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」
の
添
付
が
必

要
で
す
。
届
い
た
控
除
証
明

書
は
、
大
切
に
保
管
し
、
年

末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に

使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
10
月
１
日
以
降

は
じ
め
て
保
険
料
を
納
付
し

た
方
に
は
、
令
和
５
年
２
月

上
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０—

０
０
３—

０
０
４

　
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
申
請
、
マ
イ
ナ
ポ
イ

ン
ト
申
し
込
み
の
お

手
伝
い
を
強
化
中
！

問
住
民
課
戸
籍
・
国
保
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
0
３

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に

関
す
る
各
種
手
続
き
は
、
役

場
の
開
庁
時
間
内
（
平
日
８

時
30
分
～
17
時
）
で
あ
れ
ば
、

住
民
課
窓
口
で
い
つ
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
予
約
は

不
要
で
す
が
、
窓
口
が
混
ん

で
い
る
と
き
は
お
待
ち
い
た

だ
く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
時
間
に
余
裕
を
も
っ
て

お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

役
場
の
開
庁
時
間
内
に
来

庁
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
の

た
め
、
次
の
お
手
伝
い
を
実

施
中
で
す
。

▼�

職
場
や
自
治
区
な
ど
を
訪

問
し
ま
す

　

町
内
事
業
所
に
加
え
、
自

治
区
や
町
内
で
活
動
す
る
団

体
を
役
場
職
員
が
訪
問
し
、

国
民
年
金
情
報

問
住
民
課
戸
籍
・
国
保
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
0
３

み
な
さ
ん
の
声
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
！

　

由
仁
町
の
第
９
期
介
護
保

険
事
業
計
画
の
策
定
に
あ
た

り
、
在
宅
で
生
活
し
て
い
る

65
歳
以
上
の
方
へ
11
月
10
日

に
調
査
票
を
お
送
り
し
ま

す
。
介
護
に
関
す
る
地
域
の

ニ
ー
ズ
を
計
画
に
反
映
さ
せ

る
た
め
の
重
要
な
調
査
で

す
。
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

調
査
名
と
対
象
者

▽���

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査

介
護
認
定
を
受
け
て
い
な

い
65
歳
以
上
の
方

▽
在
宅
介
護
実
態
調
査

　

�

主
に
在
宅
で
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
方

提
出
期
限　
12
月
16
日
㈮

提�

出
先　

保
健
福
祉
課
高

介
護
の
ニ
ー
ズ
・
実
態

調
査
に
ご
協
力
を
！

問
保
健
福
祉
課
高
齢
・
障
が
い
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

４
７
５
０

齢
・
障
が
い
担
当

提�

出
方
法　

同
封
の
返
信
用

封
筒
で
郵
送
ま
た
は
直
接

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

令
和
５
年
１
月
１
日
か

ら
、
し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥
の

収
集
運
搬
手
数
料
が
変
わ
り

ま
す
。

▽�

20
リ
ッ
ト
ル　

２
６
０
円

（
税
込
み
）

問
協
業
組
合
エ
ク
セ
ル
三
和

☎
０
１
１—

３
７
２—

２
０
１
１

し
尿
・
浄
化
槽
汚
泥

収
集
運
搬
手
数
料
の

改
定

問
住
民
課
環
境
・
交
通
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
０
２

日�

時　
令
和
５
年
１
月
３
日
㈫

　
　

13
時
30
分
～

場
所　
文
化
交
流
館

対�

象　

平
成
14
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
15
年
４
月
１
日

ま
で
に
生
ま
れ
た
方
で
、

由
仁
町
に
住
民
登
録
し
て

い
る
方

※�

対
象
者
に
は
11
月
末
に
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

そ�

の
他　

こ
れ
ま
で
「
成
人

式
」
と
し
て
行
っ
て
い
た

式
典
の
名
称
を
変
更
し
て

開
催
し
ま
す
。

　

進
学
や
就
職
な
ど
で
由
仁

町
以
外
に
住
民
登
録
し
て
い

る
方
で
も
、
事
前
に
連
絡
を

い
た
だ
く
こ
と
で
出
席
で
き

ま
す
。

令
和
５
年
由
仁
町

二
十
歳
の
つ
ど
い

～
ふ
る
さ
と
を
想
う
～

問
教
育
課
社
会
教
育
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

３
９
０
4
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役場からのお知らせ

受付窓口
役場住民課 健康元気

づくり館 三川会館 川端老人福
祉センター 町立診療所

平日 夜間 休日

実施日

11 月
祝日を除く
月曜日から
金曜日まで

８日㈫
14 日㈪
24 日㈭
28 日㈪

６日㈰
８日㈫
16 日㈬
24 日㈭

17 日㈭
28 日㈪

９日㈬
25 日㈮

随時

※�通院日な
どに合わ
せて実施
しますの
で、ご相
談くださ
い。

12 月
６日㈫
15 日㈭
21 日㈬
26 日㈪

10 日㈯

２日㈮
８日㈭
14 日㈬
20 日㈫
26 日㈪

９日㈮
19 日㈪

１日㈭
13 日㈫

受付時間 ８時 30 分
～ 17 時

17 時～
19 時 30 分

10 時～
16 時

９時 30 分
～ 12 時、
13 時～
15 時 30 分

10 時～ 12 時、
13 時～ 15 時

可能な
手続き

　マイナンバーカードの申請、マイナンバーカードの受取に必要な手続き、
　保険証利用登録、公金受取口座登録、マイナポイント申し込み、
　そのほかマイナンバーカードに関するすべての手続き
　※ �12 月 26 日㈪の役場住民課夜間受付窓口及び健康元気づくり館窓口は、マ
　　イナンバーカードの申請のみ受け付けます。

予約先
および
予約方法 予約不要

住民課戸籍・国保担当（窓口、電話）
☎ 0123-83-3903

※�健康元気づくり館での手続きのみ、健康元気づくり館窓口で予約可
能です。

予約締切日 実施日の３日前（土曜日、日曜日および祝日は含みません。）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関

す
る
お
手
伝
い
を
行
っ
て
い

ま
す
。

　

実
施
を
希
望
す
る
事
業
所

や
自
治
区
、
団
体
を
募
集
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

▽
対
象
団
体
等

　

町
内
に
所
在
す
る
事
業

所
、
自
治
区
、
町
内
で
活
動

す
る
団
体
（
老
人
ク
ラ
ブ
、

サ
ー
ク
ル
な
ど
）

▽
申
込
方
法

　

電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。
申
し
込
み
後
、
日
程

調
整
や
申
請
受
付
に
必
要
な

書
類
の
確
認
等
を
行
い
ま
す
。

▽
使
用
す
る
顔
写
真

　

あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
写

真
が
な
け
れ
ば
、
役
場
職
員

が
そ
の
場
で
撮
影
（
無
料
）

し
ま
す
。

▽
カ
ー
ド
の
受
取

　

町
内
在
住
の
方
で
申
請
時

に
必
要
な
書
類
が
そ
ろ
っ
て

い
る
場
合
は
、
カ
ー
ド
を
郵

便
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
書
類
が
不
足
す
る
場

合
は
、
あ
ら
た
め
て
窓
口
で

受
取
の
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

町
外
在
住
の
方
は
、
お
住

ま
い
の
市
区
町
村
の
窓
口
で

カ
ー
ド
を
受
け
取
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

▼�
受
付
窓
口
を
増
や
し
て
い

ま
す

　

役
場
で
の
夜
間
・
休
日
窓
口

の
ほ
か
、
健
康
元
気
づ
く
り

館
、
三
川
会
館
、
川
端
老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
町
立

診
療
所
で
も
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
に
関
す
る
す
べ
て
の

手
続
き
を
受
け
付
け
て
い
ま

す
。
日
時
や
可
能
な
手
続
き

は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

手
続
き
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
締
切
日
ま
で
に
予
約
し

て
く
だ
さ
い
。

て
く
だ
さ
い
。
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１ マイナポイントってお金でもらえるの？

　マイナポイントを申し込むときに指定するキャッシュレス決済サービス
のポイントを最大 20,000 円分もらえます。現金や口座振込でもらえるもの
ではありません。

２

何年も前にマイナンバ
ーカードを作った人も
マイナポイントを申し
込めるの？

　申し込めます。ただし、マイナンバーカードの電子証明書の更新期限（
マイナンバーカード交付から５回目の誕生日）が過ぎて、まだ更新してい
ない方は、マイナポイントの申し込みの前に更新手続が必要です。更新か
ら一定時間経過後にマイナポイントを申し込むことができます。

３ ポイントはいつもらえるの？

　キャッシュレス決済サービスによって、また、左の表の１の条件①～③
によっても異なります。マイナポイントを申し込むときに画面に表示され
ますので、確認してください。

４
ついたポイントはすぐ
に買い物などに使える
の？

　キャッシュレス決済サービスによっては、ポイントを受け取る手続が必
要なものもあります。

５ ついたポイントには有効期限はあるの？ 　キャッシュレス決済サービスによって異なります。

よくあるお問い合わせ

役場からのお知らせ

施設名 町民プール 由仁町
文化交流館

古山貯水池自然公園
（オートキャンプ場）

由仁町
健康元気づくり館

由仁町
介護老人福祉施設
ほほえみの家

所在地 本町�312 番地 東栄�87 番地の 1 古山�430 番地の 1ほか 東栄�87 番地の 1 東栄�88 番地の 2

指定管理の
期間

令和５年４月１日
～令和８年３月 31 日
（３年間）

令和５年４月１日～令和 10 年３月 31 日（５年間）

申請資格
募集要項に定める
要件を満たしてい
る法人および団体

�募集要項に定める要件を満たし、町内に事務所または
�事業所を有する法人および団体

募集要項に定める
要件を満たし、道
内に本部を有する
社会福祉法人

閲覧場所
教育課

（役場１階）
建設水道課
（役場２階）

保健福祉課
（健康元気づくり館内）

申請先・
問い合わせ

教育課
社会教育担当
☎�0123-83-3904

建設水道課
土木・建築担当
☎�0123-83-2116

保健福祉課
福祉・児童担当
☎�0123-83-4750

募集要項の閲覧期間　11月 30日㈬まで
募集要項の閲覧場所　下表をご覧ください
応募締切　11月 30日㈬

町施設の指定管理者を募集します
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役場からのお知らせ

１
マイナポイ
ント第２弾
とは

　マイナポイント第２弾は、３種類のマイナポイントを合わせて最大 20,000 円分もら
えるものです。
▶対象者　令和４年 12 月末までにマイナンバーカードを申請した方
　※カード申請期限が９月末から 12 月末に延長されました。
▶条件
　①新規取得で 5,000 円分
　　マイナンバーカードを令和４年 12 月末までに申請した方が対象で、指定したキャッ
　シュレス決済の利用金額の 25％のポイントが、最大 5,000 円分までもらえます。た
　だし、マイナポイント第１弾で 5,000 円分のポイントをすでに受け取った方は対象外
　です。
　②健康保険証としての利用申込をすると 7,500 円分
　③給付金等の公金受取口座を登録すると 7,500 円分
▶申込期限
　令和５年２月末まで
▶注意事項
　　②と③は、利用申込や口座登録のほかに、それぞれのマイナポイントを申し込む手
　続が必要です。

２
キャッシュ
レス決済サ
ービスとは

　現金以外で支払う決済手段で、電子マネー、ＱＲコード決済、クレジットカードなど
があります。
▶電子マネー
　　買い物をする前に（または支払う直前にレジで）、専用のカードやスマートフォン
　のアプリなどに、支払うためのお金をチャージ（入金）して、その残額から代金を支
　払うものです。
▶ＱＲコード決済
　　ＱＲコード（四角いバーコード）を利用者または店舗側がスキャン（読み取り）す
　ることで代金を支払うものです。
▶クレジットカード
　　カード等を提示して、後払いで支払うものです。

３
申し込みに
必要なもの
は

▶共通して必要なもの
　・マイナンバーカード
　・数字４桁のパスワード（暗証番号）
　・決済サービスＩＤ※
　・セキュリティーコード※
▶公金受取口座登録をする場合に必要なもの
　・口座内容がわかるもの（通帳・キャッシュカードなど）
　※�決済サービスによって、カード裏面などに書いてあるもの、アプリ等で事前に確認
する必要があるものなど、確認方法が異なります。また、マイナポイントを申し込
む前に事前登録が必要なものもあり、アプリ等での確認や事前登録は、職員がお手
伝いすることができません。

マイナポイント第２弾とは？
よくあるお問い合わせ

　マイナポイント第２弾の内容と、よくあるお問い合わせをまとめました。
　まだ申し込んでいない方は参考にしてください。

内容

問�住民課戸籍・国保担当
☎ 0123-83-3903
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役場からのお知らせ

公
衆
電
話
か
ら
の
１
１
９
番

通
報
の
か
け
方

　

受
話
器
を
上
げ
、
赤
い
ボ

タ
ン
（
緊
急
通
報
ボ
タ
ン
）

を
押
し
て
、
発
信
音
が
聞
こ

え
た
ら
１
１
９
を
ダ
イ
ヤ
ル

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
赤
い
ボ
タ
ン
が
な

い
場
合
は
、
受
話
器
を
上

げ
、
発
信
音
が
聞
こ
え
た
ら

１
１
９
を
ダ
イ
ヤ
ル
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

硬
貨
や
カ
ー
ド
は
不
要
で

す
。

※�

１
１
９
番
は
緊
急
回
線
で

す
。
通
信
障
害
が
発
生
し

た
と
き
に
１
１
９
番
に
ダ

イ
ヤ
ル
し
て
、
消
防
署
に

つ
な
が
る
か
を
確
か
め
る

の
は
や
め
て
く
だ
さ
い
。

　

通
信
障
害
に
関
す
る
情

報
は
各
電
気
通
信
事
業
者

の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
な

ど
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

令
和
４
年
７
月
に
通
信
障

害
が
発
生
し
た
と
き
は
、
携

帯
電
話
や
IP
電
話
等
か
ら
の

１
１
９
番
通
報
が
つ
な
が
り

に
く
く
な
り
ま
し
た
。

　

通
信
障
害
の
発
生
で
、
お

使
い
の
携
帯
電
話
や
IP
電
話

等
か
ら
１
１
９
番
通
報
が
つ

な
が
ら
な
い
場
合
は
、
次
の

手
段
で
消
防
車
や
救
急
車
を

呼
ん
で
く
だ
さ
い
。

通
信
障
害
発
生
時
の
通
報
手
段

▽�

ほ
か
の
通
信
会
社
の
携
帯

電
話
や
固
定
電
話
を
使
う

▽
公
衆
電
話
を
使
う

▽�

近
所
の
方
や
近
く
に
い
る

方
に
通
報
を
頼
む

▽�

事
業
所
や
店
舗
へ
通
報
を

頼
む

▽�

直
接
消
防
署
へ
駆
け
込
む

通
信
障
害
発
生
時
の

１
１
９
番
通
報
に
つ

い
て

問
南
空
知
消
防
組
合
由
仁
支
署

☎
０
１
２
３—
83—
２
３
８
８

　

11
月
18
日
㈮
か
ら
24
日
㈭

ま
で
は
、
全
国
一
斉
「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強

化
週
間
で
す
。

��

夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
を
は
じ
め
と
し
て
職
場

等
に
お
け
る
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
な
ど
の
女
性
の
人
権
に

か
か
わ
る
問
題
全
般
に
つ
い

て
、
人
権
擁
護
委
員
お
よ
び

法
務
局
職
員
が
相
談
に
応
じ

ま
す
。（
相
談
無
料
・
秘
密

厳
守
）

日�

時　
11
月
18
日
㈮
～
24
日
㈭

８
時
30
分
～
19
時

　

�（
11
月
19
日
㈯
、
20
日
㈰
、
23

日
（
水
・
祝
）　

10
時
～
17
時
）

☎
０
５
７
０—

０
７
０—

８
１
０

　

�（
最
寄
り
の
法
務
局
に
つ

な
が
り
ま
す
。
IP
電
話
は

使
え
ま
せ
ん
）

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

問
保
健
福
祉
課
福
祉
・
児
童
担
当

☎
０
１
２
３—

83—

４
７
５
０

防災行政無線戸別受信機の電池を交換する場合は、左の写

真のように受信機の右横にある電源スイッチを必ず切っ

てから電池交換を行ってください。電源を切らないで交換

すると、受信機が交換を認識せず再度交換のお知らせが流

れます。ご注意ください。

※乾電池は、単一、単二、単三のいずれか一種類を２本使

　用します。

問地域活性課地域活性担当　☎ 0123-83-2112
▲受信機右側の電源部分

戸別受信機　電池交換の仕方

◀
電
源
ス
イ
ッ
チ
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ご厚意感謝します

寄附 久保田富子さん（北栄） １万円（町の福祉サービス向上に）

　蓑島修一さん（東三川）から「由仁
町産の安心でおいしい野菜を子供たち
に」と「タマネギ」200㎏を学校給食
センターに寄贈していただきました。
　蓑島さんが大切に育てた「タマネギ」
は、10 月の学校給食に使わせていた
だきました。

地元産の安心でおいしい
野菜を学校給食に

自衛官募集

○令和４年度第５回自衛官候補生採用試験
　申込期限　12 月９日㈮
採用試験についてはお問い合わせください。
問自衛隊札幌地方協力本部恵庭地域事務所
（恵庭市住吉町２丁目３－21ＨＴＡビル３Ｆ）
☎ 0123-34-5438

　防災行政無線は、
行政情報をお知ら
せするほか、災害
などの緊急時には、
みなさんの安全を
守るための重要な
情報をお知らせし
ます。

という方は、ご連絡ください。
問地域活性課地域活性担当　☎ 0123-83-2112

戸別受信機が
設置されてない

放送が受信
できない

戸別受信機が設置されていない方はいませんか

雑音が大きく
て聞こえない
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由仁町開町１３０年記念事業タイムカプセル開封式の中止について

　今から 30年前の平成４年９月５日、「30年後の町民へのメッセージ」として、当町
の開町 100 年・開基 106 年を記念して役場駐車場北側に設置したモニュメント「開拓
の鐘の塔」内のタイムカプセルに、町内の園児や児童・生徒などからお預かりした作文
や絵などの作品を保管しました。
　昨年10月、タイムカプセルが格納されているモニュメント側面のカバーが浮き上がり、
浸水した形跡が見られたことから、タイムカプセルを開けて保管物の確認をしたところ、
浸水によって水がたまったために原形を失ったものや変色したものがほとんどでした。
　保管物をすべて取り出し、乾燥による復元を試みましたが、お預かりしていた作品な
どをすべてお返しすることは困難な状態で、開町 130 年を迎える本年度に開催を予定し
ていた開封式を中止するしかありませんでした。
　記念事業に賛同し、ご協力いただいた町民のみなさんをはじめ、開封を心待ちにされ
ていた方々には、このような事態になってしまったことを心からお詫び申し上げます。
　なお、作品を預けていただいた方のうち、連絡先がわかる方にはすでに文書でお知ら
せをお送りしていますが、「作品を提出したのに文書が届いていない」という方は、お手
数をお掛けしてたいへん申し訳ありませんが、役場総務課庶務・財政担当まで連絡して
いただきますようお願いします。

問総務課庶務・財政担当　☎ 0123-83-2111

　不法投棄とは、ごみを適正に処理せず、
みだりに道路や山林、空き地などに捨てる
行為のことです。
　軽い気持ちでも不法投棄をすると「廃棄
物の処理及び清掃に関する法律」に違反す
ることになり、５年以下の懲役もしくは
1,000 万円以下の罰金またはその両方が科
せられる場合があります。
　町では、不法投棄をなくすため、警察と
連携した合同パトロールや不法投棄をした
人につながる証拠物の調査を行っています。
　ごみはルールを守って適正に処理しま
しょう。

不法投棄は重大な犯罪です

▲町内で不法投棄されたごみ

問住民課環境・交通担当　☎ 0123-83-3902
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▶デマンドバスＱ＆Ａ
Q1．なぜ予約しなければいけないのですか？予約しないと利用できないのでしょうか？
A�1．�デマンドバスは、効率的な運行をするために予約がないときは運行しません。自分で予約して
いなくても、ほかのだれかが予約していれば乗車できることはありますが、だれも予約してい
なければ乗車場所に行ってもバスは待っていません。また、乗車人数にも制限がありますので、
予約しないで乗車場所に行った場合、乗車できないことがあります。そういったことを防ぐため、
予約をお願いしています。

Q2．当日、急に利用する用事ができたときはどうすればいいのですか？
A�2．�運行予定のない便には乗車できませんが、あらかじめその日に運行することが決まっている便
であれば乗車できることがあります。役場の開庁時間内（８時 30分～ 17時）であれば役場地
域活性課に電話してください。それ以外は、㈲由仁ハイヤー（☎ 0123-83-2727）に電話して
ください。ただし、予約の状況によっては乗車できない場合があります。

Q3．乗車する日になって体調が悪くなり、急に乗れなくなりました。どうすればいいですか？
A3�．�当日のキャンセルや変更は、役場の開庁時間内（８時30分～17時）であれば役場地域活性課に、
それ以外の時間帯は㈲由仁ハイヤー（☎ 0123-83-2727）に電話してください。

Q4．�用事ができて月曜日のバスを利用したいのですが、今日は日曜日で役場は休みです。どう
すればいいですか？

A4.��「Q2」の回答と同じで、運行予定のない便には乗車できませんが、あらかじめ運行することが
決まっている便であれば乗車できる場合があります。㈲由仁ハイヤー（☎ 0123-83-2727）に
確認してください。

Q5．なぜ料金の支払いが原則回数券なのですか？現金での支払いはできませんか？
A5．���利用者にスムーズな乗り降りをしていただきたいのと、大量のおつりを用意できないため、回
数券の利用をお願いしています。現金での支払いも可能ですが、その場合はおつりがいらない
よう小銭をご用意ください。

▶由仁北広島線運行中
　現在、由仁駅前とＪＲ北広島駅前を結ぶ直行バスを運行して
います。運行は土・日・祝日と年末年始を除く平日のみ、乗
車には前日（平日に限ります）16時 30分までの予約が必要で、
町民や町内に職場のある方であればどなたでも乗車できます。
　運賃は片道で大人（中学生以上）500 円、子供（小学生）
250 円、未就学児（小学生未満）は無料です。運賃の支払い
はスムーズに料金の受け渡しを行うため原則回数券とします
が、現金での支払いも可能です。回数券は250円券22枚（5,500
円分）で 5,000 円とお得になっており、役場地域活性課、健
康元気づくり館で販売しています。
　乗車予約は役場への電話で受け付けています。くわしくは
地域活性課地域活性担当までお問い合わせいただくか、町ホー
ムページをご覧ください。

公共交通機関のお知らせ 問�地域活性課地域活性担当
☎ 0123-83-2112
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認定こども園（幼稚園部分） 認定こども園
（保育園部分） 保育園

施設名 にじいろこども園（本町 318 番地） ��三川保育園
（三川泉町 201 番地の７）

設置・運営者 学校法人　由仁学園

定員 35人 45人 35人

入園資格
�１号認定

�※年度途中に満３歳になる場合は、��
����その時点で途中入園できます。

�２号認定
�３号認定（生後６か月以上）

入園日 �令和５年４月 10日㈪ �令和５年４月１日㈯

開園日
�月曜日～金曜日

�※�祝日、年末年始、長期休業日を除きま
す。

�月曜日～土曜日
�※祝日、年末年始を除きます。

教育・保育
時間

�10 時～ 14時
�※�預かり保育による延長もありま
す。

�７時 30分～ 18時 30分のうち必要な時間
�※就労などの時間に応じて「短時間認定」とされ
����た場合は、上記の時間のうち８時間までです。
�※ 19 時 30分まで延長できます。

保育料
�無料

※��ただし、副食費やバス代などは
　実費徴収です。

�３～５歳児クラスは無料
�０～２歳児クラスは市町村民税非課税世帯に限り
無料、その他の世帯は市町村民税所得割課税額（父
母その他の家計の主宰者の合算額）で算定します。
※３～５歳児クラスは、副食費などの実費徴収があります。

必要書類
〇給付認定申請書兼入所申込書　
〇願書　　　　　　　　　　　
〇家庭環境調査票

〇給付認定申請書兼入所申込書　　　　　　
〇家庭環境調査票
〇就労証明書など保育事由を証する書類

申請日
�11 月 10 日㈭

�※�その後も 12 月 12 日㈪まで随時
受け付けますが、必ず電話連絡を
お願いします。

�11 月 10 日㈭～ 12月 12日㈪

問い合わせ・
提出先

�にじいろこども園
�（☎ 0123-83-2709）

�町保健福祉課福祉・児童担当
�（☎ 0123-83-4750）

その他
〇申請書・その他の書類は、にじいろこども園、三川保育園および町保健福祉課
　（健康元気づくり館内）で配布しています。
〇途中入園の場合は、入園希望日の 40日～７日前にお申し込みください。

施設の概要・申込方法

広　　告 広　　告
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認定区分 対象のお子さん 利用可能な施設

１号認定 �令和５年４月１日現在満３歳以上で、教育を
希望するお子さん

�認定こども園（幼稚園部分）
�幼稚園�※町内には施設がありません。

２号認定
�令和５年４月１日現在満３歳以上で、保護者
が「保育を必要とする事由※」に該当し、保育
を希望するお子さん

�認定こども園（保育園部分）
�保育園

３号認定
�令和５年４月１日現在満３歳未満で、保護者
が「保育を必要とする事由※」に該当し、保育
を希望するお子さん

�認定こども園（保育園部分）
�保育園

※保育を必要とする事由
　・就労（１か月 48 時間以上）
　・妊娠、出産
　・保護者の病気、障がい

令和５年度　認定こども園・保育園入園募集 問保健福祉課福祉・児童担当
☎ 0123-83-4750

　認定こども園・保育園の利用を希望される方は、申請が必要です。
　必要書類、申請日、提出先などを確認のうえ、手続きをしてください。

・同居親族などの介護、看護
・その他（就学、災害復旧、求職活動、虐待・ＤＶのおそれなど）

認定区分と利用できる施設

　９月に、にじいろこども園と三川保育園で、コンサドー
レ札幌に在籍していた元プロサッカー選手の大森健作さん
によるサッカー教室が行われました。
　子どもたちは大森さんの指導を受けて、ドリブルやボー
ルを蹴

け

る動作を練習したあと、最後は試合形式でのサッ
カーを行い、元気よく夢中でボールを追いかけました。

にじいろこども園と三川保育園でサッカー教室を開催
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はじめまして！連携看護師です

　由仁町立診療所で訪問診療同行看護師・連携看護師とし
て働いている稲垣友美と山川智子です。
　私たちのおもな仕事は、訪問診療がスムーズに行えるよ
うに、薬剤や医療材料の管理・調整・準備と、医師に同行
して患者の診察・検査の介助を行うことです。
　そのほかにも、訪問診療の時間内だけでは対応できない
治療やケアを行うため、連携看護師のみで自宅にうかがわ
せていただくこともあります。

みんなの
 診療所 No.18

事務局事務担当
☎ 0123-83-2031

町立診療所ホームページ
URL　http://yuni-clinic.com

医療福祉相談センター
( 地域医療連携室 ) 
☎ 090-2207-3701　

QR コード

連携看護師
　稲垣友美・山川智子

　訪問診療を選択した患者は、重い病気の方から安定期の病気の方までさまざまです。老いの進
みを感じながらも住み慣れた家で生活を続けようと決断していきますが、波のように体や心の変
化があらわれ、家庭の事情によってもさまざまな問題が生じます。そのときに、私たちは医師と
いっしょに患者やご家族の相談にのり、訪問看護師・ケアマネジャー・ヘルパーなどと連携調整
を行い、問題を少しでも小さくして患者とご家族が望む生活を支えられるように努めています。
　地域のみなさんが住みたい場所で安心して暮らせることを願い、
今後も支援していきたいと思いますのでご相談ください。

急募！在宅医療アシスタント
募集人数　１人　　勤務場所　由仁町立診療所
職�務内容　訪問診療に随行し、医師の補助を行います（運転、電話応対、パソコン入力、物
品管理など）。そのほか、診療所内で看護師の補助を行います（外来、病棟業務の補助など）。
要�件　普通自動車運転免許を取得している方。健康で人と接することが好きな方。医療に
関する資格等は必要ありません。働きながら覚えていただくことが多い仕事です。
任�用期間　令和５年３月 31日㈮まで　　雇�用形態　会計年度任用職員
勤�務時間　月・火・木・金曜日　８時 30分～ 17時（７時間 45分勤務、休憩 45分）、
　　　　　水曜日　８時 30分～ 14時 30分（５時間 15分勤務、休憩 45分）
休日�　土曜日、日曜日および祝日
報�酬・手当　月�額 136,674円～ 140,883円
　　　　　　※�町の規定に基づき、期末手当、通勤費、時間外勤務報酬あり
そ�の他待遇　健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。有給休暇・特別休暇制度あり
申�込期限　令和４年 11月 15 日㈫までに、履歴書を由仁町立診療所事務局まで持参または
郵送してください。
面�接　後日、日程をお知らせします。

※ �11月診療医師予定表は24
ページに記載しています。
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　接種を希望する方は、コールセン
ターに連絡してください。
※�生後６か月から 4歳までの接種は
詳細が決まり次第お知らせします。

　12 歳以上の方が対象です。
接種を希望する方は、コール
センターに連絡してください。

▷�ワクチンの効果や安全性、副反応のリスクなどの相談
　厚生労働省電話相談窓口　☎ 0120-761-770（９時～ 21 時　土曜日・日曜日および祝日も対応）
▷�ワクチンの効果や安全性、副反応が生じたときの受診の助言などの相談
　北海道相談窓口　☎0120-306-154（９時～17時30分�　土曜日・日曜日および祝日も対応）
　　　　　　　　　FAX�011-799-0338

問い合わせ

新型コロナウイルス
ワクチン接種のお知らせ

問由仁町コロナワクチンコールセンター
��☎ 0123-83-2771　８時 30 分～ 17 時� �平日のみ
問保健福祉課保健予防担当　☎ 0123-83-4750

初回接種（１、２回目接種） 小児用（５歳～ 11 歳）ワクチン接種

　次に該当する方で、接種を希望する方は、コールセンターに連絡してください。
　２回目接種を完了した 12歳以上の方が対象です。前回のワクチン接種から３か月以上経過した
方から接種を開始します。

①集団接種
　　意向調査の結果に基づき、日時と会場を指定して接種券をお送りします。接種日時の変更を希
　望する場合は、必ずコールセンターに連絡してください。
　※集団接種の日程は、接種券に同封します。

②個別接種
　個別接種を希望する方は、必ずコールセンターに連絡してください。

▶個別接種カレンダー

場所 町立診療所 牧野内科医院

日程
11/1 ㈫、11/8 ㈫、11/15 ㈫、

11/22 ㈫、11/29 ㈫
11/4 ㈮、11/11 ㈮、
11/18 ㈮、11/25 ㈮

時間 14：00 ～ 16：00 14：00 ～ 16：20

種類 モデルナ社またはファイザー社のオミクロン株対応ワクチン

※�状況に応じ
て接種日程
を変更する
場合があり
ます。

オミクロン株対応ワクチン接種
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ポール・ヴァーゼンの植物
標本
ポール・ヴァーゼン／著

江戸の庶民から武士まで
200年家系図をつくる本

橋本雅幸／著

～新刊リスト～

ゆ
め
っ
く
館

☎
０
１
２
３—

83—

３
８
０
３

　戸籍の読み解き方か
ら家系図の書き方、武
士の家系のたどり方ま
でを大きな字でわかり
やすく解説する。

　100 年ほど前、一人
の女性が植物標本を作
製した。スイスやフラン
スの高山で採取された
美しい植物を紹介する。

今月のおすすめ

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

は休館日

11月
休館日カレンダー一般書

年寄りは本気だ 養老孟司

地政学×歴史で
理由がわかるロ
シア

朝日新聞
出版

マンガでわか
る！年金のすべ
て

成美堂出版

巻き爪は切る
な！ 寺建文博

茅 木 真 知 子 の
ソーイング作っ
てみたい 12 の服

茅木真知子

京都西木屋町
「食堂おがわ」
の料理帖

小川真太郎

※掲載した本は一部です。
※本のリクエストもお受けしています。

小説・エッセイ

掬えば手には 瀬尾まいこ

よって件のごと
し 宮部みゆき

蹴れ、彦五郎 今村翔吾

競争の番人 新川帆立

俺ではない炎上 浅倉秋成

絞め殺しの樹 河﨑秋子

おはなし会
▷ 11月 12日㈯　14時～　ゆめっく館
▷ 11月 24日㈭　16時～　三川会館
▷ 11月 26日㈯　14時～　ゆめっく館

▶�秋の絵本展
　「おばけだぞ～」
おばけが出てくる
絵本や児童書を展
示します。
期間中は、視聴覚
室が「おばけやし
き」になります。
期�間　11月 11日㈮
～ 30日㈬
場所　ゆめっく館

令和４年11月１１日(金)～30日（水） 

ゆめっく館
かん

 視聴覚室
しちょうかくしつ

 

視聴覚室
しちょうかくしつ

が  

おばけやしきに  

 なっちゃった！？  11月は 

ゆに読書月間 

10月27日～11月9日は 

秋の読書週間 

＊ 11月は「ゆに読書月間」です＊

町立診療所 11 月 診療医師予定表 
曜日 月 火 水 木 金 受付 診療 

 

内科 

午

前
久野 小端 島田 久野 島田 

8:30 

～11:00

9:00 

～12:00 

午

後
小端 久野 － 

循環器 

(10 日)牧口

(17 日)下岡

(24 日)平山

小端 
13:00 

～16:30

13:00 

～17:00 

整形 

午

前
佐藤 － 

倉 

(要予約) 
－ － 

8:30 

～11:00

9:00 

～12:00 

午

後
佐藤 － － － － 

13:00 

～15:30

13:00 

～16:00 
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Y U N I × イベント

　翼声会は、地域に根ざしながら日本文化の灯を守る活動をしています。
　また、地元や道内、故郷のすばらしさを本州や海外へも出向いて発信し、本年結成 54
年を迎えることができました。今年も民謡温習会を開催しますので、みなさんのご来場
をお待ちしています。（翼声会）

石川一男門人会翼声会
民謡温習会～元気が一番～

テ�ーマ　�「Ｚ
ズ ン バ
ＵＭＢＡ！ダンスフィットネス！

　　　　　～ラテン系の音楽に合わせて楽しくエクササイズ～」
日時　12月 11日㈰ 10時～　　場所　健康元気づくり館
持ち物　動きやすい服装・靴、汗拭きタオル
講師　ＭＩＨＯさん（ＪＤＡＣ認定ダンス指導員）
料金　500 円　　定員　20人　　対象　町内在住または在職で 20歳以上の女性
申込期限　12月２日㈮　　申し込み　教育課社会教育担当
その他　▷�新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着用してください。
　　　　▷�託児も可能です。ご希望の方は申し込むときに伝えてください。

問教育課社会教育担当
☎ 0123-83-3904

日時　11月 20日㈰　開場 11時 30分～　開演 12時～　　場所　文化交流館
料金　1,000 円　※当日券の販売はありません。
チ�ケット取り扱い　文化交流館、由仁町商工会、ポッポ館、石川一男教室、ほか町内のポスター掲示所
後援　由仁町、由仁町教育委員会、由仁町商工会、由仁町文化連盟、由仁町社会福祉協議会
問い合わせ　翼声会事務局　遠藤　☎ 090-3116-3737

問教育課社会教育担当
☎ 0123-83-3904

由仁町女性セミナー「 フィーカ 」
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　３年ぶりにクリスマスパーティーを開催します。ゲームやダンス、クリスマス装飾
作り、抽選会など、子供が楽しめるイベントが盛りだくさん。みなさんのご来場をお
待ちしています。
日時　12月４日㈰ 10時～ 14時
場所　文化交流館
料金　３歳以上 200 円
　　　※入場料と引き換えに抽選券を配布（１枚 200 円で追加販売）

問�空知農業改良普及センター空知南東部支所
　増井☎ 0123-72-2358

「 ＷＥＡＶＥ」
クリスマスパーティー

日時　12月 17日㈯　予選 16 時～　本選 18 時 30 分～
　　　※予選 20組、本選は予選上位５組
場所　文化交流館
料金　1,500 円（中学生以下無料）
チ�ケット取り扱い　文化交流館、文房具のてる、小寺書店、由仁町商工会、ゆめっく館、
スナックシルクロード、デンキの加藤、平尾商店

総合司会・ＳＨＯＲＴＬＩＶＥ　Ｐ . Ｏ . Ｐ
主催　由仁町文化交流館事業実行委員会
問い合わせ　ポッポ館　☎ 0123-83-2355
　※ご来場の際は新型コロナウイルス感染防止のため、マスクを着用してください。
▶エントリー方法
　料金　1,000 円
　申込要件　由仁町にゆかりのある方
　申込方法　次のいずれかの方法でお申し込みください。
　　⑴�住所、氏名、年齢、由仁町との関係、歌いたい楽曲を明記のうえ、次のアドレス

に送信します。
　　　　furel.yuni@gmail.com
　　⑵チラシにあるエントリー記入欄に記入のうえ、各チケット取扱店に申し込みます。
　　⑶直接事務局へ電話します。
　　　　☎ 090-8901-5682
　　※いずれの方法でも必ず受付完了のお電話をします。
　申込期限　11月 17日㈭

問教育課社会教育担当
☎ 0123-83-3904

ＹＵＮＩ　ＬＩＶＥ　歌謡大会
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人口 ₄︐₈₁₈人⎝前月比︲₁₈人･前年比︲₆₉人⎠
男性 ₂︐₃₀₆人  女性 ₂︐₅₁₂人
世帯 ₂︐₃₆₇世帯⎝前月比︲₁₃世帯⎠
※令和₄年₁₀月₁日現在⎝住民基本台帳人口⎠

人の動き

（10月15日までの届出分）

おくやみ

氏名 月日 保護者 �住所（自治区）

　桐　菜
な こ

湖 ９/13 義則 本三川（同左）

渡部　大
ひろや
哉 ９/14 辰大 川端（川端１区）

川崎　晴
は な
捺 10/ ４ 圭太 山桝（同左）

赤ちゃん

氏名 年齢 月日 ��住所（自治区）

久保田　進 78 ９/22 �北栄（由仁１区）

嘉屋和加子 94 ９/23 �東栄（由仁７区）

坂本　厚子 85 ９/26 �馬追（由仁５区）

宮西　毅 83 10/ ５ �古山（同左）

千葉　裕之 62 10/14 �新光（由仁 10区）

　広報ゆに 10月号 17ページ
「赤ちゃん」の記事内に誤りが
ありました。
　おわびして訂正します。
【誤】保護者　春香
【正】保護者　春花

由仁町ふるさと寄附金

　　▶ 9/1 ～ 9/30 まで　
　　　　寄附件数　826 件
　　　　寄附額　　13,449,000 円
　　▶令和４年４月１日から
　　　令和４年 9 月 30 日まで
　　　　寄附件数　4,042 件
　　　  寄附額　　64,870,000 円

　　◆協賛事業者随時募集中
　　問地域活性課地域活性担当
　　☎ 0123-83-2112

おわびと訂正

広報ゆにがスマートフォンで読めます！

簡単な設定だけで、好きな自治

体の広報誌がサクサク読めます。

広報の最新号が配信されると、

プッシュ通知が届きます。

アプリは無料で利用できます。

通信料は利用者の負担です

手軽さ

通��知

無��料

ＱＲコードから
インストール！

令和２年８月号
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第92号
隊員だより

由仁町地域おこし協力隊

　そして地域とのつながりも、ありがたいこと
に少しずつ広がりを感じているところです。
　８月、９月は「ゆにポタリング」というサイ
クリングイベントにスタッフとして参加させて
いただきました。町内外から 20名弱の参加者
がいらして由仁の町並みを眺

なが

めながらサイクリ
ング、農家さんのご協力をいただき収穫体験、
ゆに縁

ゆかり

のランチを楽しみました。

　由仁の知らなかった世界を発掘していくよう
な、新鮮な体験をたくさんさせていただき更

さら

に
由仁町が好きになりました。
　また、近隣の南幌町では 10月にラジフェス
という、ラジコンのイベントにもスタッフとし
て参加させていただきました。初の試みである
イベントで、始まる前はどうなるか想像もつか
なかったのですが、親子で楽しめるイベントと
して成功し、たくさんの笑顔で溢

あふ

れていました。
　由仁町から来場した方々に声をかけていただ
き嬉

うれ

しかったりと、このような出
で き ご と

来事でも地域
に少しずつ根付けているのかなとありがたい気
持ちになりました。
　２年目も夫婦共々精進して参ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。

地域おこし協力隊員
・学校 ICT 教育支援員　熊谷��卓也
・酪農支援員　清野��将樹
　　　　　　���清野��芽衣子

「２年目に入りました！」　（担当：清野　将樹）

E-mail　yuni-ict-supporter
　　　　　　@town.yuni.lg.jp

フェイスブック配信中！

由仁 協力隊 検索 ➡

　こんにちは！
　日の出がすっかりとのんびり屋さんになって
きて、こちらでは朝の牧場作業は星空を眺

なが

めな
がら始まる季節となりました！
　星空！朝焼け！日の出！雲海！？と時間の流
れと共に変化するグラデーションを楽しみなが
ら作業ができる贅

ぜいたく

沢な季節です。
　今月は、せいのまさきが由仁町に来て１年が
経ったのだなぁという実感と共に隊員だよりを
書かせていただきます。
　１年でどれだけ成長できたのか、は自分では
分かりにくい部分もありますが酪農未経験の自
分にとっては「牛を知る」為

ため

の１年だったと思
います。遠くから見ていると可

か わ い

愛い牛でも、体
重約 700 キロの搾

さくにゅう

乳牛
ぎゅう

を間
ま ぢ か

近にした時に圧倒さ
れたり、数十頭の中に体ひとつで入って行った
時の恐怖感が大きかった１年前の私でしたが、
最近ではすれ違う時に１頭１頭コミュニケー
ションを取ってそれぞれの個性を楽しんでいま
す。
　２年目に入り、益

ますます

々勉強するべきことがたく
さん見えてきて少し焦

あせ

ることもありますが日々
まわりの方々と牛に感謝をしながら研修に励み
ます！
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